
京都市告示第   号 

 子ども・子育て支援法（以下「法」という。）第５８条の６第１項の規定による特定子ど

も・子育て支援施設等に係る確認の辞退について、承認しましたので、法第５８条の１１

の規定により、次のとおり告示します。 

  令和８年５月１１日 

                            京都市長 松井 孝治   

設置者の名称 施設・事業の種類 施設・事業所の名称 施設・事業所の所在地 辞退年月日 

関西保護者会 

ＡＰＥＫ 

認可外保育施設 京都国際フランス学園 

 

 

京都市下京区富小路通五

条上る本神明町４１１ 

Ｒ８．４．１ 

 

 （子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室） 

１２５


